
 生駒市規則第１６号 

生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

平成２３年５月１８日 

生駒市長 山下 真 

 

  生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例施行規則（平成１３年６月生駒市規則第

１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「第５条第２項第１号」を「第５条第１項第１号」に改め、同

項第１号の表中「４９，０００円」を「５０，０００円」に、「７８，０００円

」を「７９，０００円」に改め、同項第２号の表中「７８，０００円」を「７９

，０００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年６月１日から施行し、改正後の生駒市立幼稚園保育料

入園料徴収条例施行規則の規定は、同年４月１日から適用する。 


